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九
州
歯
科
大
・
鱒
見
氏
が
講
演

金
パ
ラ
問
題

磁
性
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
臨
床
を
解
説

訪
問
診
療

訪
問
診
療

口腔内スプリントでトゥレット
症候群の症状軽減を証明　　　歯学研究が開く ⑦歯科のの未来
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剖
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室

70
％
以
上
の
患
者
で

チ
ッ
ク
症
状
が
改
善

　

ト
ゥ
レ
ッ
ト
症
候
群
（
Ｔ
Ｓ
）

は
音
声
チ
ッ
ク
と
複
数
の
運
動
チ

ッ
ク
が
１
年
以
上
持
続
す
る
精
神

神
経
疾
患
で
す
。
５
〜
６
歳
に
発

症
し
成
人
ま
で
に
自
然
寛
解
す
る

こ
と
も
多
い
が
、
生
活
上
の
困
難

に
悩
ん
で
い
る
多
数
の
子
供
や
若

者
が
い
ま
す
。
Ｔ
Ｓ
患
者
さ
ん
の

治
療
を
経
験
さ
れ
た
歯
科
医
師
も

多
い
は
ず
で
す
。
治
療
に
は
薬
物

療
法
、
認
知
行
動
療
法
、
脳
深
部

刺
激
療
法
な
ど
が
あ
る
が
、
確
立

し
て
お
ら
ず
、
新
た
な
ア
プ
ロ
ー

チ
が
望
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

大
阪
大
学
歯
学
部
附
属
病
院
を

受
診
さ
れ
た
Ｔ
Ｓ
患
者
さ
ん
22
名

に
、
口
腔
内
ス
プ
リ
ン
ト
（
マ
ウ

ス
ピ
ー
ス
）
を
咬
合
し
て
も
ら
い

チ
ッ
ク
症
状
の
変
化
を
評
価
し
た

結
果
、
70
％
以
上
の
患
者
で
、
運

動
チ
ッ
ク
と
音
声
チ
ッ
ク
が
有
意

に
減
少
す
る
こ
と
が
分
か
り
（
図

を
参
照
）、
国
際
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
・
運
動
障
害
疾
患
学
会
誌

「M
ovem

ent Disorders

」

（2019:34:1577-1578

） 

に

M
urakam

i et al., 

と
し
て
発

表
し
ま
し
た
。（
本
治
療
の
問
い

合
わ
せ
は
、
大
阪
大
学
歯
学
部
附

属
病
院　

障
害
者
歯
科
治
療
部
・

村
上
旬
平jum

pei@
dent.

osaka-u.ac.jp

ま
で
）

筋
紡
錘
感
覚
の
治
療

効
果
へ
の
関
与
示
唆

　

一
方
、
Ｔ
Ｓ
患
者
さ
ん
を
Ｍ
Ｒ

Ｉ
で
調
べ
、
視
床
か
ら
島
皮
質

（
大
脳
皮
質
の
情
動
関
連
領
域
の

一
つ
）
へ
の
経
路
が
異
常
興
奮
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
動
物
実
験

で
、
咬
合
高
径
を
上
げ
た
状
態
で

の
咬
合
は
閉
口
筋
筋
紡
錘
感
覚
を

よ
り
賦
活
さ
せ
る
と
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
我
々
は
、
ラ
ッ

ト
で
、
閉
口
筋
筋
紡
錘
感
覚
が
島

皮
質
の
小
領
域
に
選
択
的
に
入
力

す
る
脳
内
経
路
を
見
つ
け
報
告
し

ま
し
た
（Sato et al., 

N
e
u
r
o
s
c
ie
n
c
e 

2017:365:158-178

）。
口
腔

内
ス
プ
リ
ン
ト
で
Ｔ
Ｓ
症
状
が
軽

減
さ
れ
る
科
学
的
根
拠
と
し
て
、

咬
合
で
賦
活
さ
れ
た
閉
口
筋
筋
紡

錘
感
覚
が
こ
の
経
路
で
島
皮
質
に

伝
達
さ
れ
、
Ｔ
Ｓ
患
者
さ
ん
の
島

皮
質
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
異
常
興
奮
を

リ
セ
ッ
ト
し
て
い
る
、
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

歯
科
治
療
で
頻
用
さ
れ
て
い
る

口
腔
内
ス
プ
リ
ン
ト
で
Ｔ
Ｓ
症
状

が
軽
減
で
き
る
こ
と
を
、
患
者
さ

ん
ば
か
り
で
な
く
、
医
師
、
歯
科

医
師
を
含
む
多
く
の
医
療
人
に
知

っ
て
も
ら
い
広
く
応
用
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

2022年度診療報酬改定2022年度診療報酬改定
保団連要求HP保団連要求HP
で公開中で公開中

【署名に寄せられた会員の声】

取
り
組
み
や
す
い
報
酬
不
可
欠

の
購
入
価
格
は
平
均
９
万
８

３
７
０
円
（
30
㌘
）
で
、
公

示
価
格
８
万
40
円
（
同
）
よ

り
も
１
万
８
３
３
０
円
の

「
逆
ザ
ヤ
」
が
生
じ
て
い

た
。
10
月
に
実
施
さ
れ
た
随

時
改
定
Ⅰ
に
よ
っ
て
、
８
万

８
５
３
０
円
（
同
）
へ
と
引

き
上
が
っ

た
が
、
「
逆
ザ

ヤ
」
の
解
消
に
は
至
っ
て
い

な
い
。

　

公
的
価
格
に
よ
る
治
療
が

赤
字
を
生
む
異
常
事
態
の
抜

本
的
な
改
善
が
急
が
れ
る
。

署
名
は
内
閣
総
理
大
臣
、
厚

生
労
働
大
臣
、
国
会
議
員
に

宛
て
11
月
中
に
国
会
へ
届
け

る
。

た
め
に
は
精
度
の
高
い
技
工

術
式
や
臨
床
術
式
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
も
再
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

強
調
し
、
義
歯
作
製
上
の
注

意
点
や
設
計
の
要
点
、
診
療

の
進
め
方
、
生
じ
得
る
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
い
て
解
説
し
た
。

　

ま
た
、
９
月
か
ら
磁
性
ア

タ
ッ
チ
メ
ン
ト
義
歯
が
保
険

収
載
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
鱒

見
氏
は
、
収
載
に
い
た
る
ま

で
の
経
緯
を
説
明
。
算
定
要

件
や
日
本
歯
科
医
学
会
が
示

す
適
応
症
（
「
磁
性
ア
タ
ッ

チ
メ
ン
ト
を
支
台
装
置
と
す

る
有
床
義
歯
の
診
療
に
対
す

る
基
本
的
な
考
え
方
」）
に

つ
い
て
解
説
し
た
。

ず
在
宅
療
養
患
者
に
対
す
る

訪
問
診
療
１
の
算
定
に
対
し

て
算
定
可
能
に
す
べ
き
で

す
。時

間
要
件
撤
廃
を

時
間
要
件
撤
廃
を

　

在
宅
歯
科
医
療
の
実
態
と

か
け
離
れ
た
要
件
で
あ
る
、

時
間
、
時
期
、
回
数
要
件
な

ど
を
撤
廃
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

歯
科
訪
問
診
療
料
に
は

「
20
分
」
要
件
が
あ
り
ま
す

が
、
根
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
。

２
０
１
０
年
に
導
入
さ
れ
、

12
年
改
定
で
、「
容
態
急
変

時
」
の
特
別
規
定
が
設
け
ら

％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

現
行
の
報
酬
体
系
で
は
、

訪
問
診
療
を
行
っ
て
も
加
算

が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
医
療

機
関
の
労
力
に
応
え
る
も
の

に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
背

景
に
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の

処
置
、
手
術
、
歯
冠
修
復
・

欠
損
補
綴
に
つ
い
て
、
加
算

を
設
け
て
評
価
す
る
べ
き
で

す
。複

雑
な
手
続
き

複
雑
な
手
続
き

簡
素
化
を

簡
素
化
を

　

歯
科
訪
問
診
療
を
行
う
上

で
の
煩
雑
な
手
続
き
が
在
宅

医
療
の
推
進
を
妨
げ
て
い
ま

す
。
一
般
歯
科
診
療
所
が
歯

科
訪
問
診
療
１
〜
３
を
算
定

す
る
場
合
に
は
前
月
ま
で
に

手
続
き
が
必
要
と
な
る
「
歯

訪
診
（
歯
科
訪
問
診
療
料
の

注
13
に
係
る
届
出
）
」
は
廃

止
す
べ
き
で
す
。
訪
問
診
療

の
割
合
が
95
％
以
上
で
あ
る

在
宅
専
門
の
医
療
機
関
に
限

定
し
て
届
け
を
課
せ
ば
よ
い

と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
在
宅
医
療
を
始
め

た
ば
か
り
の
歯
科
医
院
を
支

援
す
る
意
味
で
も
在
宅
歯
科

医
療
推
進
加
算
（
在
推
進
）

は
、
施
設
基
準
を
撤
廃
し
、

自
宅
・
マ
ン
シ
ョ
ン
に
限
ら

に
、
歯
科
医
療
機
関
が
取
り

組
み
や
す
い
よ
う
な
診
療
報

酬
体
系
を
考
え
る
こ
と
を
求

め
て
い
ま
す
。

労
力
に
応
じ
た

労
力
に
応
じ
た

評
価
を

評
価
を

　

在
宅
医
療
と
訪
問
看
護
に

係
る
評
価
等
に
関
す
る
実
施

状
況
調
査
（
２
０
２
０
年

度
）
を
み
る
と
、
歯
科
訪
問

診
療
等
を
実
施
し
て
い
な
い

理
由
に
つ
い
て
、
在
宅
療
養

支
援
歯
科
診
療
所
以
外
の
歯

科
診
療
所
で
は
「
歯
科
訪
問

診
療
に
当
て
る
時
間
が
確
保

で
き
な
い
か
ら
」
が
53
・
８

　

高
齢
化
の
進
展
を
受
け
て

在
宅
医
療
の
推
進
が
強
く
求

め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
在
宅
医
療
に
取
り
組

む
歯
科
医
療
機
関
は
約
２
割

と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　

超
高
齢
社
会
に
求
め
ら
れ

る
在
宅
医
療
を
さ
ら
に
推
進

す
る
た
め
、
在
宅
歯
科
診
療

の
需
要
に
対
応
す
る
と
と
も

れ
た
こ
と
か
ら
も
、
在
宅
歯

科
医
療
の
実
態
と
か
け
離
れ

た
要
件
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
在
宅
患
者
の
体
力

等
を
考
慮
し
て
も
「
20
分
」

と
い
う
根
拠
の
な
い
時
間
要

件
は
撤
廃
す
べ
き
で
す
。

訪
問
診
療
移
行
加
算

訪
問
診
療
移
行
加
算

　

「
歯
科
訪
問
診
療
移
行
加

算
」
は
、「
歯
科
訪
問
診
療

１
（
20
分
以
上
）
」
へ
の
加

算
で
、
か
つ
、
そ
の
歯
科
医

　保団連が取りまとめた
「2022年度診療報酬改
定に向けた保団連要求」
の全文は、下のQRコー
ドからご覧いただけま
す。

療
機
関
の
外
来
を
最
後
に
受

診
し
た
日
か
ら
３
年
以
内
に

開
始
し
た
歯
科
訪
問
診
療
に

対
す
る
加
算
と
い
う
位
置
づ

け
で
す
。
か
か
り
つ
け
歯
科

医
と
し
て
の
評
価
を
考
え
る

の
で
あ
れ
ば
、「
歯
科
訪
問

診
療
１
」
の
み
な
ら
ず
、
す

べ
て
の
訪
問
診
療
に
対
す
る

評
価
と
し
、
３
年
以
内
に
開

始
と
い
う
時
期
の
制
限
も
撤

廃
す
べ
き
で
す
。

７
人
が
参
加
し
た
。
本
講
座

は
ウ
ェ
ビ
ナ
ー
（
Ｚ
ｏ
ｏ

ｍ
）
を
用
い
た
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習

会
と
し
て
開
催
し
た
。

　

鱒
見
氏
は
、
「
磁
性
ア
タ

ッ
チ
メ
ン
ト
を
適
用
し
た
義

歯
は
、
支
台
歯
に
有
害
な
側

方
力
が
か
か
ら
ず
、
着
脱
が

容
易
で
あ
り
、
長
期
に
安
定

し
た
維
持
力
が
得
ら
れ
、
審

美
的
に
も
良
好
で
あ
る
な
ど

多
く
の
利
点
を
有
し
て
い

る
。
超
高
齢
化
社
会
に
お
け

る
要
介
護
者
へ
の
治
療
と
い

う
側
面
か
ら
も
高
い
有
用
性

が
あ
る
」
と
説
明
。「
ア
タ

ッ
チ
メ
ン
ト
を
成
功
に
導
く

　

臨
床
学
術
部
は
９
月
12

日
、
生
涯
研
修
講
座
「
歯
科

用
磁
性
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の

臨
床
応
用
」
を
開
い
た
。
鱒

見
進
一
氏
（
九
州
歯
科
大
学

歯
学
部
歯
学
科
口
腔
機
能
学

講
座
顎
口
腔
欠
損
再
構
築
学

分
野
教
授
）
を
講
師
に
１
２

「
高
い
技
工
術
式
や
臨
床
術
式
が

必
要
不
可
欠
」
と
語
る
鱒
見
氏
＝

９
月
12
日

　

金
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金

（
以
下
金
パ
ラ
）
の
価
格
が

高
騰
し
、
歯
科
医
療
機
関
の

購
入
価
格
が
保
険
償
還
価
格

を
上
回
る
「
逆
ザ
ヤ
」
が
続

い
て
い
る
問
題
の
解
決
へ
向

け
、
協
会
は
「
次
期
改
定
に

向
け
て
、

金
パ
ラ
『
逆
ザ

ヤ
』
の
抜
本
的
な
解
消
を
求

め
る
要
請
署
名
」
を
呼
び
掛

け
て
い
る
。
署
名
に
は
、
１

カ
月
余
り
で
会
員
６
１
４
人

が
賛
同
（
９
月
30
日
時
点
）
、

「
そ
れ
で
な
く
と
も
た
だ
働

き
の
多
い
保
険
診
療
の
中

で
、
せ
め
て
材
料
代
だ
け
で

も
補
償
す
る
べ
き
だ
と
考
え

ま
す
」「
補
綴
治
療
を
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
赤
字
に
な
り
、

ま
た
患
者
の
負
担
も
大
き
く

な
っ
て
何
も
い
い
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
」
な
ど
の
怒
り
の

声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

保
団
連
の
調
査
に
よ
る

と
、
２
０
２
１
年
４
〜
６
月

次期改定で根本解決を
「もう限界…」会員署名に怒りの声

• 保険治療とはあらゆる面で国（行政）が患者
と医療機関に保障をしているものです。その
保険治療を適正に行うと赤字になるなど言語
道断です。
• 逆ザヤは歯科医院を疲弊させ、ひいては国民
の口腔の健康維持の低下を招くものである。
• CAD/CAMにはできない症例は多々ある。
ただ働きという言葉はあるが、持ち出し働き
になるとは！！
• 思いきって補綴は自費のみにしては？このよ
うな意見が出ないように願います。
• 新規開業の医院ですので初めからこの状態は
とても厳しいです。

９
月
保
険
収
載

９
月
保
険
収
載

社保研究部部長・平尾清司

歯科保団連

改善要求の
ポイント 　＋＋プラスプラス

こちらにこちらに
アクセスアクセス


